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会場の福岡市立特別支援学校「博多高等学園」 

福岡市立特別支援学校「博多高等学園」とは… 

 

◆平成 16 年 御供所町に開校 

（平成 25 年 4 月に下呉服町へ移転整備開校）

◆軽度の知的障がいのある生徒が在籍 

（1 学年 30 名定員、現在 89 名在籍）

◆生徒は福岡市内に居住 

（自力通学ができ、実習先へも一人で通勤）

 

卒業後の企業就労を目指しています 

（現場のご都合に合わせた時期や回数を問わない実習の実施） 

 
【1～7 期生の進路状況】 

 

学校長挨拶の様子 

セミナーでは、まず「夢ふくおかネットワーク」の取組と

「博多高等学園」の取組について紹介しました。福岡市立

特別支援学校卒業生の現状・課題や「博多高等学園」の教

育課程に加え、卒業生の雇用形態、給与、実労働時間な

ど具体的な話もあり、多くの方が熱心にメモを取りながら耳

を傾けていました。 

平成 25 年 6 月 28 日、福岡市立特別支援学校「博多高等

学園」にて、第 2 回 特別支援学校就労促進セミナーin 博多

高等学園を開催しました。生徒の作業学習及び学校見学をメ

インとした内容で、企業・事業所の方を対象に行いました。当

日は 27 名の方に参加いただきました。 

【当日の内容】 

教育委員会 挨拶 

学校長 挨拶 

「夢ふくおかネットワーク」の取組について 

「博多高等学園」の取組について 

作業学習・学校見学 

質疑応答 

企業就労 

162 名 

福祉サービス利用 

26 名 

その他 

12 名 

平成 25 年 5 月現在

※就労のスタート時の雇用形態は、正社員が約 1 割、準社員や契

約社員も約 1 割程度で、多くはパート雇用です。 

※当日配布資料・「博多高等学園」ホームページ より



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆作業内容や校内を見学し、学校での取組がよく分か

りました。懸命に取り組む生徒の様子や、教員が行

う的確な指導が印象に残りました。 

 

◆より実践的な内容で指導をされていることに驚きま 

した。 

 

◆博多高等学園の教育方針や支援は社員教育にも

共通する点があり、今後に活かしていきたいと思い

ました。生徒さんの目標が達成できるように受け入

れる側の姿勢も見直さなければと思いました。 

セミナー終了後、ご協力をお願いしたアンケートの一部をご紹介致します。 

◆就労に向けどのような取組を行っているか、具体的に

知ることができ、とても勉強になりました。 

 

◆もっと生徒の様子を見てみたいと思いました。今回の

セミナーで、実際に生徒の様子や作業の様子を見る

ことができたのは、とても有益でした。 

 

◆知的障がいの方に関する正確な情報を掴むことが必

要と考え、参加させていただきました。可能な業務や、

労働条件の設定にも幅があることなど、多くのヒントを

得ることができました。 

作業学習・学校見学では、教員が説明を行い、各作業班

を見て回りました。生徒が取り組む様子を間近で見ること

ができたので、多くの参加者が足を止め、熱心に見学され

ていました。（下写真参照）作業内容や指導方法について

の質問が数多くあげられていたことからも、関心の高さが

伺えました。 

生徒の様子を熱心に見学する参加者の様子 

菓子作りに取り組む生徒の様子 清掃に使用する機械の使い方を学ぶ生徒の様子

作業学習は、職業態度の育成、基礎的なスキル

の習得を目指した学習です。 
生徒個々の進路希望に基づき、全校生徒を下の

4 グループに分けて実施しています。（1 年ごと）
 

◆食品・接客 ◆環境・園芸 

◆清掃・福祉 ◆流通・事務 
 

←◆食品・接客班 

パン・洋菓子製造の食品加

工に関する学習、接客販売

活動、企業内作業（製造補

助）などを行っています。

←◆流通・事務班 

受託作業、布製品の加工、企業

内作業（倉庫管理の補助）など

を行っています。 

◆環境・園芸班→

野菜や観葉植物の栽培、木工品

の製作、接客販売活動、企業内

作業（野菜や果物の袋詰め、花

壇や薬草園の管理）などを行っ

ています。 

↓◆清掃・福祉班 

ビル清掃や洗車、介護周辺業務に関する学

習、企業内作業（清掃、洗車、介護周辺等）

などを行っています。 

【セミナー開催にあたり、たくさんのご協力・ご参加、ありがとうございました。】 

屋上菜園を見学する参加者の様子 

作業学習・学校見学での参加者の様子



 

 

 

 

障害者差別を禁止し、障害者に必要な配慮の実施を法的に義務付ける「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律案（障害者差別解消法）」が参議院で可決、成立しました。障害者差別解消法とは、どのような法律なのでしょうか。 

 

◆なぜできたの？  

国連の障害者権利条約 

を批准するための法整備の一環 

 

◆障害者差別解消法の内容は？ 

（1）障害に対する差別の禁止 

（2）合理的配慮の提供義務 

国・地方公共団体等は（1）（2）ともに法的義務に対し、 

民間事業者は（1）を法的義務とし、（2）は努力義務と 

なっています。 

 

◆具体的な内容は？ 

今後、基本方針が策定されていきます。考えられる内容は↓こちらです。  

 

 

 

 

行為主体  

国・地方公共団体等 
民間 

事業者 

      想定される具体例 

       ※具体的な内容は、今後基本方針を策定 

障害に 

対する 

差別の禁止 

法的義務 法的義務 

 

【募集・採用の機会】 

・身体障害、知的障害、精神障害、車いすの利用、人工呼吸器の使用

などを理由として採用を拒否すること など 

 

【賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用など】 

・賃金を引き下げること、低い賃金を設定すること、昇給をさせないこと 

・研修、現場実習をうけさせないこと 

・食堂や休憩室の利用を認めない など 

 

差 

別 

合理的配慮 

の 

提供義務 

法的義務 努力義務 

 

【募集・採用の配慮】 

・問題用紙を点訳・音訳すること、試験などで拡大読書器を利用できる

ようにすること、試験の回答時間を延長すること、回答方法を工夫する

こと など 

 

【施設の整備、援助を行う者の配置など】 

・車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること 

・文字だけでなく口頭での説明を行うこと、口頭だけでなくわかりやすい

文書・絵図を用いて説明すること、筆談ができるようにすること 

・手話通訳者・要約筆記者を配置・派遣すること、雇用主との間で調整

する相談員を置くこと 

・通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更すること など 

 

※参考資料 

・厚生労働省ホームページ（政策について 障害者雇用促進法の概要） 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha_h25/index.html 

・福祉新聞 2013 年 6 月 24 日（2627 号） 

http://www.fukushishimbun.co.jp/news/130624/02.html

 国連の障害者権利条約とは… 

・障害のある人の尊厳と権利を保障するための人権条約 

・2006 年国連総会にて採択 

・批准国は 132 カ国（2013 年 6 月現在） 

・日本は批准していない 

平成 28 年 

4 月施行 

明確な基準や定義はまだ決まっていません。 

今後、どのような基本方針が策定されるか注目です。

 配慮しなかった場合は…？ 

実効性をもたせるため、国に指導・勧告権。虚偽報告

した企業へは 20 万円以下の過料。 

※福岡市では「障害」を「障がい」という表記で用いています。このページでは参考文献のまま「障害」と表記しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizex 株式会社 九州統括支店 アースウェル株式会社 株式会社アルファオメガ 

株式会社 R101 九州地理情報株式会社 （株）調和コーポレーション 

ヒノマル株式会社 有限会社 HR エージェント 有限会社 ランチミッション 

株式会社 愛來 西鉄不動産株式会社 （株）九電ビジネスフロント 

株式会社 綜合キャリアオプション 株式会社 綜合キャリアトラスト キャリアアセットマネジ 株式会社 

西鉄ウィルアクト株式会社 株式会社 グランドビジョン 株式会社 障がい者つくし更生会 

福岡興業（株） 株式会社興楽 医）永寿会 シーサイド病院 

セピア商事株式会社 福岡市農業協同組合 社会福祉法人 そよかぜの会 リンゴの唄 

タニミズ企画株式会社 （社福）福岡障害者支援センター 障がい者しごと支援センター 木の実 

特定非営利活動法人 発達障がい者就労支援

ゆあしっぷ 

障がい者就労継続支援 A 型事業 

一般社団法人 れんこん 

（就労継続支援 A 型事業所） 

向日葵流通ときめき配送センター 

社会福祉法人 風 

就労移行支援事業所 カフェさくら 
就労移行支援（株）ウイングル福岡ももちセンター 

障がい者・高齢者の生活を応援する会福岡・ 

皆生社 

社会福祉法人 福岡市手をつなぐ育成会 

福岡市手をつなぐ育成会保護者会 
NPO 法人 ふくおか福祉とびうめ会 五条ペット太宰府店 就労継続支援 A 型 

Independence English Be Happy ノーブルジョブアシスト 

有限会社 プラスアルファ 郷原会計事務所 自立支援 NPO 四次元ポケット 

ひまわり園 NPO 法人ワーク in ならや わくワーク館 NPO 法人 花の花 

大串公認会計士・税理士事務所 芙蓉株式会社 株式会社 西日本介護サービス 

あんず合同会社 あんずヘルパーステーション ウイングル博多センター 一般社団法人 障害者自立支援協会 

就労移行支援事業所 十和 スプライフ 柚の木福祉会 

Create803 （就労移行） レストランゆずのき本店 （A 型） YUZUKA Patisserie et Cuisine （自立訓練）

カレッジ福岡 公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会  

 
福岡市教育委員会 発達教育センター 
 

福岡市中央区地行浜 2 丁目 1-6 

TEL 092-845-0015 

FAX 092-845-0025 

E-mail hattatuc.BES@city.fukuoka.lg.jp  

HP   http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/hattatuc/ 

【「夢ふくおかネットワーク」登録企業・事業所紹介（71 社・事業所）】（順不同） 公表許可を頂いた分を載せております。 

福岡市教育委員会は、特別支援学校高等部生徒の就労促

進を図る「夢ふくおかネットワーク」を立ち上げました。 

現在、71 社・事業所様にご登録いただいています。（平成 25

年 8 月 27 日現在） 

《「夢ふくおかネットワーク」事業内容》 

●総会（平成 25 年度は 6 月 7 日に開催） 

●会報「夢だより」の発行（メールにて配信） 

●各種セミナー 

（企業対象に特別支援学校見学会、障がい者雇用に関するセミナーな

ど年数回予定） 

※保護者を対象とした研修も行う予定です。（11 月 1 日予定） 

※企業・事業所様からの生徒の実習（インターシップ）受入や雇用につ

いてのご相談も受け付けております。 

連 携

「夢ふくおかネットワーク」 とは？

教育委員会を中心に
企業・事業所、行政、関係機関、学識経験者、
保護者、教育関係者、企業団体などによる連携

市立特別支援学校高等部生徒の

企業への就労促進を行うネットワークです

・生徒の就労意欲を膨らませる

・生徒の「働く力」を高める

連 携

企業・事業所

・職場実習・就労先企業を拡げていく

（ニーズにあった雇用・職場実習に関する情報を提供していく）

支
援

支
援

学校

連 携連 携

「夢ふくおかネットワーク」 とは？

教育委員会を中心に
企業・事業所、行政、関係機関、学識経験者、
保護者、教育関係者、企業団体などによる連携

市立特別支援学校高等部生徒の

企業への就労促進を行うネットワークです

・生徒の就労意欲を膨らませる

・生徒の「働く力」を高める

連 携連 携

企業・事業所

・職場実習・就労先企業を拡げていく

（ニーズにあった雇用・職場実習に関する情報を提供していく）

支
援

支
援

学校

※左記参照 

「夢だより」についての 

ご感想、ご意見などを 

お寄せください。 

 「夢ふくおかネットワーク」登録ご希望の方は、発達教育センター（就職コーディネーター 野口）までご連絡ください 

平成 25 年 8 月 27 日現在


